
「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり

道路での取組

国土交通省道路局

2026/2/2
第６回マチミチ会議



◼ 国土交通省道路局では、令和2年6月、今後の道路政策に係るビジョンとして、

「2040年、道路の景色が変わる」を発表。

◼ 将来、予測される様々な「道路の景色」を紹介。

人中心の空間として再編した、

まちのメインストリート

曜日や時間帯に応じて道路空間
の使い方が変わるマネジメント

道路の可能性の提示（道路ビジョン2040より） 
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ビジョン実現に向け、

歩行者利便増進道路を創設

賑わいのある道路空間を構築するための
道路の指定制度

道路法等の一部を改正する法律

R2.5.20 成立

R2.5.27 公布

R2.11.25 施行
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地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築

歩行者の利便増進のための構造基準の策定 利便増進のための占用を誘導する仕組みの導入
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・ 歩道等の中に、“歩行者の利便増進を図る空間”を定め
ることが可能に

〔新たな構造基準のイメージ〕
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特例区域

・ 特例区域では、占用がより柔軟に認められる

・ 占用者を幅広く公募し、民間の創意工夫を活用した空間づくり
が可能に

・ 公募により選定された場合には、最長20年の占用が可能
（テラス付きの飲食店など初期投資の高い施設も参入しやすく）

【改築後】

【現行】

車道を４車線から２車線に
減らし、歩道を拡幅

○ 賑わいのある道路空間を構築するための道路の指定制度を創設

歩行者利便増進道路（ほこみち） 【道路法等の一部を改正する法律案（R2.5.20成立、5.27公布） 11.25施行】
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・歩行者の利便の増進や、地域の活力の創造といった歩行者利便増進道路の目的を
より効率的に達成するため、また、必要に応じて民間事業者等による歩行者利便
増進施設等の整備を認めていくために、占用特例制度と公募占用制度を創設。

■占用特例制度

・歩行者利便増進道路のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画
的な設置を誘導するための区域（利便増進誘導区域）を指定した場合、当該指定
した区域内におけるこれらの施設等の占用については、占用特例を認めることと
しました。

・占用特例とは、対象区域内において、無余地性の基準にとらわれず歩行者の利便
増進のために必要な機能を配置することができることを意味します。

■公募占用制度

・利便増進誘導区域（特例区域）において、公募により占用者を選定することが好
ましい歩行者利便増進施設等については、より歩行者の利便の増進に資するものを
選定し、道路の適切な場所への設置を誘導するという観点から、複数の占用希望者
からの提案を踏まえ、通常の道路占用許可（5年）より長期間（最長20年）に
わたり、より積極的に占用許可を認めることができることとしました。

新たな占用特例制度

歩行者利便増進道路（ほこみち）制度
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指
定
道
路

特例区域

歩行者利便増進道路（ほこみち）制度

新たな占用特例制度の特徴（メリット）

・指定道路内に定めた利便増進誘導区域（特例区域）では、道路占用許可が柔軟に
認められます。
⇒“無余地性”の基準が除外され、カフェやベンチ等の占用物件が置きやすくなります。

・道路空間を活用する者（=占用者）を公募により選定することが可能になります。
この場合には、最長20年の占用が可能となります（通常は5年）
⇒民間の創意工夫を活用した空間づくりが可能となります。
⇒テラス付きの飲食店など、初期投資の高い施設も参入しやすくなります。
⇒従前から占用されている場合等は、公募を行う必要はありません。
（ただし、占用期間は通常どおり）
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6

道路管理者 提供

道路管理者 提供

神奈川県 横浜市内/市道日本大通､国道133号（愛称：日本大通り）

道路管理者 提供

京都府 京都市内/市道蛸薬師通（愛称：蛸薬師商店街） 熊本県 熊本市内/市道水前寺公園第1号線（愛称：水前寺公園前参道）

道路管理者 提供

道路管理者 提供

福井県 敦賀市内/国道8号



・歩行者利便増進施設等の設置にあわせて道路維持管理への協力が行われる場合、
占用料は減額されます。

歩行者利便増進施設等の設置に併せて、占用主体が道路維持管理の協力（占用区域以外の除草、

清掃、植樹の剪定又は道路施設への電力供給など）を行う場合、占用料の額の90％を減額する
ものとします。

ただし、この減額率を適用する場合、別に定める減額率は適用しないものとします。

歩行者利便増進道路（ほこみち）制度

歩行者利便増進施設の占用料 ※直轄国道以外は、各自治体条例の規定等に準用
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歩行者利便増進施設等として認められる物件の例
道路法施行令
第16条の２

・広告塔 ・ベンチ ・街灯
・電飾、提灯、ランプ ・フラワーポット ・音響機材（スピーカーなど）

第１号、第２号
第６号イ

・看板 ・標識 ・旗ざお ・幕 ・アーチ
第１号、第３号

第６号ハ

・食事施設 ・購買施設
（テーブルや椅子、テントやパラソル、フェンスなどを含む。）

第４号

・レンタサイクル用の自転車駐車器具 第５号

イベントのために設けられる
・露店 ・商品置場 ・ステージ、やぐら、観客席
（テーブルや椅子、テントやパラソル、フェンスなどを含む。）

第６号ロ

※ 緑字は、施行令に明記されていないが、道路占用が認められ得る物件の例。
※ 施行令第16条の２第１号から第５号までに規定されているものは、第６号に規定されていなくても、
イベントのために設けることは可能。

（参考）歩行者利便増進施設等として認められる物件
歩行者利便増進施設等として認めるかどうかは、

現地状況等を考慮し、各道路管理者で適切に判断してください。
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① 車線を減らして歩道を拡げるなど、歩道等の中に（通行区間とは
別に）歩行者の滞留・賑わい空間を整備することが可能

⇒公共：交付金による重点支援（国費率の嵩上げ等）

② カフェやベンチの設置など、占用制度を緩和

⇒ “無余地性” ※1基準の適用が除外され、占用物件が置きやすく
※1）無余地性＝道路区域外にその占用物件を置く余地がなく、やむを得ない場合のみ占用を許可する、と

いう基準

⇒実質的に20年の占用が可能、多額の初期投資が必要な物件も
設置しやすく （公募占用を行う場合※2。通常は５年。）

※2）公募が行われない場合でも、道路協力団体による占用であれば許可に代わって協議で占用可

歩行者利便増進道路

③ 公共による道路の修復・改変と民間によるオープンスペースの
提供など、官民一体による公共空間の創出が可能

⇒公共 ： 交付金
 民間 ： 税制特例、補助金  

④ 区域内の特定の道路について、駐車場出入口の設置を制限す
ることが可能

⑤ イベント実施時などに都市再生推進法人が道路の占用・使用
手続等を一括して対応

滞在快適性等向上区域

ⅰ．歩行者の利便増進のための道路整備
や、その周辺で民間によるオープンス
ペースが提供されるなど、エリア内で
まちづくりが行いやすくなる。

ⅱ．カフェ、ベンチ等の道路の占用につ
いて、占用基準・期間の緩和、都市再
生推進法人による手続面のサポートに
より、空間活用が行いやすくなる。

ⅲ．歩行者の利便増進が図られた道路沿
いの駐車場の出入口の設置制限により、
エリア内の安全性や快適性が向上する。

両制度を併用すると…相乗効果 大

①滞留・賑わい空間の整備
（新たな構造基準）

②占用制度の緩和
（20年間の占用等）

④駐車場出入口の
設置制限

⑤都市再生推進法人による
占用・使用手続等の一括対応

③民間によるオープンスペース提供
（税制特例等）

御堂筋将来ビジョン（2019年3月 大阪市）を一部加工

道路管理者は指定の前に、市町村のまちづくり担当者と情報共有や必要な調整を
行い、滞在快適性等向上区域（改正都市再生特別措置法）との併用により「居心地
が良く歩きたくなる」空間を創出する等、指定の効果を高めることが望まれます。

滞在快適性等向上区域と歩行者利便増進道路制度の活用

9



ウォーカブル区域（滞在快適性等向上区域）内にあるほこみちの事例

仙台市

宮城県庁

勾当台公園

仙台市役所

広瀬川

西公園

仙台駅

45

286

※背景地図：地理院地図Vector

歩行者利便増進道路 滞在快適性等向上区域 事業箇所

休憩スペース（テーブルセット、ベンチ）＿定禅寺通 食事スペース＿稲荷小路

賑わいイベントスペース＿定禅寺通

：宮城県 仙台市内/市道定禅寺通線（愛称：定禅寺通）、市道国分町２号線（愛称：稲荷小路）
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ほこみち指定の拡大

2025年3月時点

市区町

路 線

64
171

2020年11月 法施行

○ほこみち指定箇所一覧（道路局HP）
https://www.mlit.go.jp/road/hokomichi/pdf/ichiran.pdf
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ほこみちのとりくみ（事例集）

国土交通省道路局HP：https://www.mlit.go.jp/road/hokomichi/pdf/jirei_230915.pdf

令和７年３月版に更新しました！
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ほこみちのとりくみ（事例集）
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ほこみちの詳細や全国のほこみちの情報を発信中！

※ほこみちプロジェクト
ほこみちの推進や上手な使い方の検討・展開のため、
ほこみちプロジェクト事務局を立ち上げ、ＨＰ開設、イベ
ント実施や相談窓口の設置を行っています。

■ほこみちHP
https://www.mlit.go.jp/road/hokomichi/
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ほこみち リーフレット

国土交通省道路局HP

https://www.mlit.go.jp/road/hokomichi/pdf

/hokomichi-leaflet_02.pdf
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歩道と路肩等の歩道と路肩等の柔軟な利活用に関するガイドライン策定

16



● お問い合わせ先 ●

ほこみち・よろず窓口

窓 口：国土交通省 道路局 環境安全・防災課

連絡先：hqt-hokomichi-sodan@gxb.mlit.go.jp
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